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告 示 

 

滋賀県告示第248号 

滋賀県統計調査条例（昭和26年滋賀県条例第７号）第８条の規定に基づき、次のとおり県統計調査に係る調査票情

報の提供を行った。 

令和７年６月17日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 調査票情報の提供を受けた者の氏名または名称 国立大学法人滋賀大学 

２ 県統計調査の名称 滋賀県観光統計調査 

３ 調査票情報の利用目的 滋賀大学におけるデータサイエンス教育と観光振興に資するためのデータ分析 

４ 利用する調査票情報を特定するために必要な事項 平成30年度および令和６年度の調査に係る全データ 

５ 調査票情報の利用期間 提供を行った日から令和８年３月31日まで 

６ 調査票情報を提供した年月日 令和７年６月２日 

 

滋賀県告示第249号 

漁業法（昭和24年法律第267号）第58条において読み替えて準用する同法第42条第１項の規定に基づき、滋賀県漁業

 

○ 

○ 

令和 7 年（2025 年） 

6 月 1 7 日 

第      6 2 3     号 

火 曜 日 

（※印は、県例規集に登載するもの） 

○ 

 

県 章 

 

毎週火・金曜 2 回発行 
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調整規則（令和２年滋賀県規則第103号。以下「規則」という。）第４条第１項第３号に規定する刺網漁業の制限措置

および許可または起業の認可を申請すべき期間を次のとおり定める。 

令和７年６月17日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 制限措置 

漁業種類 

船舶等の数 

または漁業 

者の数 

船舶の総ト 

ン数 

推進機関の 

馬力数 
操  業  区  域 漁業時期 

漁業を営 

む者の資 

格 

刺 網 漁 業 

（荒目小糸 

網）（動力 

漁船を使用 

するもの） 

168隻（者）

以下 

－ － 

規則別表第１に掲げる区域（琵 

琶湖大橋堅田行き車線の車線区 

分線から両側へ200メートルの距 

離の線と湖岸線によって囲まれ 

た区域を除く。以下同じ。） 

12月１日 

から翌年 

９月30日 

まで 

滋賀県に 

住所を有 

する者 

刺 網 漁 業 

（荒目小糸 

網）（動力 

漁船を使用 

し な い も 

の） 

－ － 規則別表第１に掲げる区域 

12月１日 

から翌年 

９月30日 

まで 

滋賀県に 

住所を有 

する者 

刺 網 漁 業 

（細目小糸 

網）（動力 

漁船を使用 

するもの） 

－ － 規則別表第１に掲げる区域 周年 

滋賀県に 

住所を有 

する者 

刺 網 漁 業 

（細目小糸 

網）（動力 

漁船を使用 

し な い も 

の） 

－ － 規則別表第１に掲げる区域 周年 

滋賀県に 

住所を有 

する者 

２ 申請期間 令和７年６月18日から令和７年７月18日まで 

 

滋賀県告示第250号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項の規定に基づき、指定納付受託者として次の者を指定し

た。 

令和７年６月17日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

 

指定納付受託者の名称 
指定納付受託者の住所 

または事務所の所在地 
指定年月日 

指定納付受託者が行う納付 

事務に係る歳入等の種類 

湖の国のかたち 
東近江市五個荘山本町524 

番地20 
令和７.６.10 物品売払収入 

 

公 告 

 

応急入院指定病院の公告 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第33条の６第１項に規定する精神科病院として、

次の医療機関を指定した。 

令和７年６月17日 
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 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

 

医療機関の名称 開設者の名称 医療機関の所在地 指定期間 

滋賀里病院  医療法人藤樹会  大津市滋賀里一丁目18番41号  

令和７.６.28 

～  

令和 10.６.27 

 

公共測量実施公告 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、測量計画機関である滋賀

県知事 三日月 大造から公共測量の実施について次のとおり通知があった。 

令和７年６月17日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 作業の種類 公共測量（基準点測量） 

２ 作業の地域 野洲市北、虫生 

３ 作業の期間 令和７年４月２日から令和７年10月15日まで 

 

公共測量実施公告 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、測量計画機関である滋賀

県知事 三日月 大造から公共測量の実施について次のとおり通知があった。 

令和７年６月17日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 作業の種類 公共測量（基準点測量、現地測量、路線測量） 

２ 作業の地域 甲賀市水口町伴中山 

３ 作業の期間 令和７年６月20日から令和７年12月20日まで 

 

落札者決定の公告 

特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める政令（平成７年政令第372号）第12条の規定により公告する。 

令和７年６月17日 

 滋賀県知事 三 日 月  大 造   

１ 落札に係る物品等または特定役務の名称および数量 共通事務用パソコンおよびソフトウェア（設定および搬入

作業を含む。） 一式 

２ 契約に係る事務を担当する課等の名称および所在地 滋賀県総合企画部ＤＸ推進課 大津市京町四丁目１番１号 

電話 077－528－3385 

３ 落札者を決定した日 令和７年４月28日(月) 

４ 落札者の氏名および住所 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社京都支店 支店長 和田恭一 京都府京都市中京区烏丸

通御池下る虎屋町566－１ 

５ 落札金額 555,812,400円（消費税および地方消費税を含む。） 

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

７ 一般競争入札を行うにつき公告した日 令和７年４月１日(火) 

 

正 誤 

 

令和７年３月28日付け第600号滋賀県告示第125号中 

ページ 行 誤 正 

３ 下から９ 野     州     市 野     洲     市 

下から７ 野     州     市 野     洲     市 

 

令和７年４月８日付け第603号土地改良区役員退任公告中 
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ページ 行 誤 正 

９ ９ 第18条第17項 第18条第18項 

 

令和７年４月11日付け第604号土地改良区役員就任公告中 

ページ 行 誤 正 

３ 下から７ 第18条第17項 第18条第18項 

 

令和７年４月11日付け第604号土地改良区役員退任および就任公告中 

ページ 行 誤 正 

４ 

 

６ 第18条第17項 第18条第18項 

下から34 第18条第17項 第18条第18項 

 

令和７年４月15日付け第605号土地改良区役員就任公告中 

ページ 行 誤 正 

４ 10 第18条第17項 第18条第18項 

 

令和７年４月18日付け第606号土地改良区役員退任および就任公告中 

ページ 行 誤 正 

６ 29 第18条第17項 第18条第18項 

７ 下から30 第18条第17項 第18条第18項 

８ 下から38 第18条第17項 第18条第18項 

９ 下から38 第18条第17項 第18条第18項 

 

令和７年４月18日付け第606号土地改良区役員退任公告中 

ページ 行 誤 正 

10 下から９ 第18条第17項 第18条第18項 

 

令和７年４月22日付け第607号土地改良区役員退任および就任公告中 

ページ 行 誤 正 

６ 下から24 第18条第17項 第18条第18項 

７ 下から24 第18条第17項 第18条第18項 

 

令和７年４月25日付け第608号土地改良区役員就任公告中 

ページ 行 誤 正 

３ 下から24 第18条第17項 第18条第18項 

 

令和７年４月25日付け第608号土地改良区役員退任および就任公告中 

ページ 行 誤 正 

３ 下から12 第18条第17項 第18条第18項 

 

令和７年４月30日付け第609号土地改良区役員就任公告中 

ページ 行 誤 正 

３ 15 第18条第17項 第18条第18項 

 

令和７年４月30日付け第609号土地改良区役員退任および就任公告中 

ページ 行 誤 正 

３ 25 第18条第17項 第18条第18項 

４ 10 第18条第17項 第18条第18項 
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令和７年５月２日付け第610号土地改良区役員就任公告中 

ページ 行 誤 正 

６ 下から４ 第18条第17項 第18条第18項 

 

令和７年５月２日付け第610号土地改良区役員退任および就任公告中 

ページ 行 誤 正 

７ 

 

９ 第18条第17項 第18条第18項 

30 第18条第17項 第18条第18項 

 

令和７年５月13日付け第613号土地改良区役員退任および就任公告中 

ページ 行 誤 正 

10 14 第18条第17項 第18条第18項 
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